
  

 

  

  

 

 

 

都市計画区域の無秩序な市街地の拡大を防止し、計画的な市街化を図るために市街化区域と市

街化調整区域に区分して定めています。市街化区域は、既に市街地を形成している区域及び概ね

10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。この区域では、用途地域等の土地利

用計画が定められ、市街地開発事業や都市施設の整備が積極的に行われます。一方、市街化調整

区域においては、市街化を抑制すべき区域であり、原則として用途地域を定めず、農林業用の建

築物等や一定の要件等を備えた開発行為以外は認められていません。 

 

■市街化区域と市街化調整区域の比較

種　　　類

● 既に市街地を形成している区域

● 概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

地 域 地 区 ● 用途地域、その他の地域地区を定める ● 原則として定めない

● 市街化を促進するものは

原則として行わない

市 街 地 開 発 事 業 ● 積極的に行う ● 原則として行わない

● 都市計画に適合し、一定の要件を具備しているものを

許可する

農 地 転 用 ● 届出制 ● 許可制

道路、公園、下水道等の整備を積極的に行う

開 発 行 為

市　街　化　区　域

設 定 の 目 的

市 街 化 調 整 区 域

● 市街化を抑制すべき区域

原則として抑制する●

●都市施設等の整備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇市街化区域◇                ◇市街化調整区域◇ 

 

32



  

 

 

 

 

 地域地区は、都市計画法第 8条に掲げられている地域、地区又は街区をいいます。これは、都

市計画区域内の土地をどのような用途に利用すべきか、どの程度に利用すべきかなどを地域地区

に関する都市計画として定め、建築物の用途、容積、構造等に関し一定の制限を加えたり、土地

の区画形質の変更、木竹の伐採等に制限を加えることにより、その適正な利用と保全を図ろうと

するものです。 

 本市では、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、防火地域・準防火地域、景観地区、

風致地区、臨港地区、流通業務地区、高度利用地区を都市計画として定めています。 

 

≪ 用途地域 ≫ 

 都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たような種類が集まっていると、それ

ぞれに合った環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利

用が混ざっていると、互いの生活環境や業務の利便性が悪くなります。 

 そこで、良好な都市環境を守るため用途地域を定め、住居系地域、商業系地域、工業系地域な

ど 13種類に区分し、そこに建てられる建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどを制限してい

ます。 

 本市の用途地域は昭和 7年に初めて定められ、その後、都市計画法の制定や改正等に伴い現在

では 7つの住居系地域、2つの商業系地域、3つの工業系地域の計 12種類の用途地域があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇住居系地域◇ 

◇工業系地域◇ ◇商業系地域◇ 

33



  

 

■ 用途地域のイメージ 

 

 

  

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域

低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学
校などが建てられます。

主に低層住宅のための地域です。
小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店
などが建てられます。

中高層住宅のための地域です。
病院、大学、500㎡までの一定のお店など
が建てられます。

第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域

主に中高層住宅のための地域です。
病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定
のお店や事務所など必要な利便施設が建てられ
ます。

住居の環境を守るための地域です。
3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建
てられます。

主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスな
どは建てられます。

準住居地域 近隣商業地域 商業地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立
地と、これと調和した住居の環境を保護するた
めの地域です。

まわりの住民が日用品の買い物などをする地域
です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建て
られます。

まわりの住民が日用品の買い物などをする地
域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も
建てられます。

準工業地域 工業地域 工業専用地域

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する
地域です。環境悪化が大きい工場のほかは、ほ
とんど建てられます。

どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお
店は建てられますが、学校、病院、ホテルなど
は建てられません。

工場のための地域です。どんな工場でも建て
られますが、住宅、お店、学校、病院、ホテ
ルなどは建てられません。

田園住居地域

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地
域です。住宅に加え、農産物の直売所などが建
てられます。

※大分市において、田園住居地域は都市計画決定していません。 
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■ 用途地域内の建築物の制限 

 各用途地域における住居環境の保護や、商業･工業などの利便性の増進を図るために、建築する

ことができる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。  
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≪ 防火地域・準防火地域 ≫ 

 防火地域及び準防火地域は、市街地における建築物の構造等について規制を行うことにより、

火災の拡大、並びに被害を最小限に抑えるために定めています。 

 防火地域は、特に土地利用度、建築密度、また火災危険度の高い市街地の中心部の地域で定め

ています。 

 準防火地域は、市街地の中心部に近接した、火災危険度の高い地域で指定しています。市街地

の建築物について全体的に防火機能を高めることによって火災の延焼や飛び火を防いだり、延焼

速度を緩めて大火災を防ごうとするものです。 

 本市では、昭和 25年 6月 21日に 729.64haが最初の準防火地域として決定され、その後、昭和

28年 9月 14日に 7.36haの防火地域が決定されました。 

現在では、大分駅と南口駅前広場を含み、Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分（複合文化交流施設）

まで拡大し、防火地域 約 24ha、準防火地域 約 783haが決定されています。 

 

■防火地域・準防火地域

当 初 告 示 年 月 日 最 終 告 示 年 月 日

番 号 番 号

昭和28．9．14 平成21．7．15

建告第 1285 号 市告第 345 号

昭和25．6．21 平成21．7．15

建告第 587 号 市告第 345 号
約 783

(令和6年3月末現在)

準 防 火 地 域

名 称 備 考

防 火 地 域

面 積 (ha)

約 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇大分駅新川線沿道（防火地域）◇ 
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≪ 風致地区 ≫ 

 風致地区は、都市における自然の風致や景観を維持育成し、自然豊かな景勝を保護する地区で

す。この地区にあっては建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等の行為に対して市条例により

禁止または制限が行われています。 

 本市では、昭和 10年 7月 19日に 5地区約 368haを初めて指定しました。その後、追加・変更

を経て、昭和 46年 3月 12日に、全域にわたり風致の実態を調査し再検討した結果、上野ヶ丘・

松栄山の 2地区に絞り込み、現在に至っています。 

■風致地区

当初告示年月日 最終告示年月日

番 号 番 号

昭和10．7．19 昭和46．3．12

内告第 449 号 県告第 186 号

昭和15．5．9 平成23．3．29 約 239 ｈａ (3種）

内告第 337 号 県告第 308 号 約 128 ｈａ (4種）

　　　　(令和6年3月末現在)

備 考名 称 面 積 (ha)

約 367

70.3

風致地区

ｈａ上野ヶ丘 70．3

松栄山

(4種）

 

 

 

 

 

 

 

≪ 特別用途地区 ≫ 

 特別用途地区は、地区の特性にふさわしい土地利用の 

増進、環境の保護等の目的により定められた地区です。  

 本市では、昭和 48年の新用途地域決定の際、鴛野地区 

に自動車関連サービス業が集中立地したことから、これ 

らの業種の保護育成を目的として、昭和 48年 10月 30日 

に特別業務地区（72ha）を指定しました。 

 また、人口減少・少子高齢化社会を迎えるなか、コンパ 

クトな都市づくりを目指し都市機能やインフラに大きな影響を及ぼす大規模集客施設の立地の制

限を行うため大規模集客施設制限地区を、良好な住環境の形成、保持を目的に住環境保全地区を

平成 20年 5月 2日に新たに指定し、大分都市計画区域内のすべての準工業地域を補完している特

別用途地区について、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の変更に伴い、面積の変更を行

いました。 

■特別用途地区

当初告示年月日 最終告示年月日

番 号 番 号

特別業務地区 約 63 ｈａ

大規模集客施設制限地区 約 760 ｈａ

住環境保全地区 約 35 ｈａ

（令和6年3月末現在）

備考

昭和48．10．30
市告第 157 号

特別用途地区
平成28．3．25
市告第 156 号

名 称 面積(ha)

約 858

◇国道 10号宮崎付近◇ 

◇上野ヶ丘風致地区◇ 
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≪ 景観地区 ≫ 

 景観地区は、市街地の良好な景観の形成を図る地区 

です。 

この地区にあっては建築物の建築を行う際には、計 

画の認定が必要となります。 

 本市では、平成 20年 7月 1日に大分城址公園周辺 

地区（33.8ha）を指定しました。平成 23年 4月 1日 

には西大分港周辺地区（13.8ha）を指定し、平成 24 

年 3月 30日には面積の変更を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 流通業務地区 ≫ 

 都市における流通機能の向上と道路交通の円滑化を 

図り、流通業務施設の適正な立地を誘導することによ 

り、生活環境の改善と消費生活の安定に資することを 

目的として流通業務地区が決定されています。 

 本市では、佐野地区において、平成 8年 12月 10日 

に 85.2haを決定しました。その後、道路界の変更に 

伴い平成 21年 10月 9日に面積の変更を行いました。 

 

■流通業務地区

当 初 告 示 年 月 日 最 終 告 示 年 月 日

番 号 番 号

平成8．12．10 平成21．10．9

県告第 1057 号 県告第 746 号

備 考

(令和6年3月末現在)

名 称 面 積 (ha)

流 通 業 務 地 区 約　85.5 大分流通業務地区

 

 

 

 

◇流通業務地区◇ 

◇大分城址公園周辺地区◇ 

■景観地区

当初告示年月日 最終告示年月日

番 号 番 号

平成20．7．1 平成20．7．1

市告第361号 市告第361号

平成23．4．1 平成24．3．30

市告第134号 市告第173号

（令和6年3月末現在）

西大分港周辺地区約　21.8

景観地区

名 称 備 考面 積 (ha)

約　33.8 大分城址公園周辺地区
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≪ 臨港地区 ≫ 

 臨港地区は港湾法第 40条に基づく県条例（昭和 39年 10月 13日県条例第 92号）により一定の

建築物の行為の制限を行うことにより、港湾計画に沿った秩序ある港湾を形成するために決定さ

れたものです。 

 当初決定は、昭和 39年 12月 25日に、旧大分港と 5号地埋立地西端一部等であったが、大分鶴

崎臨海工業地帯造成工事（1期）の完成と大分港域の変更に伴い昭和 45年 9月 1日に変更を行い

ました。 

 その後、大分地区新産業都市建設第 1期計画の進捗とともに著しく港湾環境が変化したため昭

和 52年 3月 8日に変更を行い、更に港湾機能の効率化と土地利用の適正化から昭和 63年 2月 26

日に分区の一部変更を行いました。そして、港湾の適正な管理運営及び今後における港湾整備の

必要性から令和 4年 3月 25日に変更を行いました。 

  

■臨港地区（大分都市計画区域）

当 初 告 示 年 月 日 最 終 告 示 年 月 日

番 号 番 号

昭和39．12．25 令和4．3．25

建告第 3582 号 県告第 133 号

備 考

(令和6年3月末現在)

名 称 面 積 (ha)

臨 港 地 区 1,420.4

 

 

 

 

 

 

 

 

◇臨港地区(大分都市計画区域)◇ 
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≪ 宅地造成工事規制区域 ≫ 

宅地造成等規制法は、宅地造成に関する工事等に伴い、崖崩れ、土砂の流出などの災害防止の

ために必要な規制を行うことによって、災害から人の生命、財産を保護することを目的として制

定され、昭和 36年 11月 7日に公布されました。本市においては、昭和 43年 6月 17日に大分市

の丘陵地帯 10,798.2haが宅地造成工事規制区域として指定を受けています。 

宅地造成工事規制区域内の土地で、建築物の建築、特定工作物の建設及び駐車場・資材置場等

の設置を目的に造成工事を行う場合は、市長の許可または市長へ届出が必要となることがありま

す。 

 

■宅地（宅地造成等規制法第 2条第１項） 

農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土

地以外の土地をいいます。 

 

■宅地造成許可を必要とする工事 

１．切土によって高さが２ｍを越える「がけ」が出来るとき。 

２．盛土によって高さが１ｍを越える「がけ」が出来るとき。 

３．切土と盛土を同時に行う場合で高さが 2ｍを越える「がけ」が出来るとき。 

４．切土又は盛土する土地の面積が 500㎡を超えるとき。 

 

■宅地造成の届出を必要とする工事 

１．宅地内の高さが 2ｍを越える擁壁又は雨水等の排水施設の全部又は一部の除去。 

２．宅地以外の土地を宅地に転用する場合で、許可の必要がないとき。 

 

■宅地造成許可申請フロー 

      

                 

         

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

宅地造成工事事前協議 

宅地造成工事許可申請 

関係各課との協議 

工 事 着 手 

工 事 完 成 

工事完了検査 

工事検査済証交付 

許      可 
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≪ 特定用途制限地域 ≫ 

 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域（市街化調整区域を除く）内に

おいて、その良好な環境の形成等を行うために、周辺の公共施設に大きな負荷を発生させる多人

数が集中する集客施設や、騒音、振動、煤煙等の発生により周辺の良好な居住環境に支障を生じ

させる、あるいは良好な居住環境にそぐわないおそれのある建築物などの建築を制限することを

目的に定めるものです。 

 本市では本神崎・馬場地区において、農業振興地域の整備に関する法律等による規制と相まっ

て当該地区の良好な環境の形成又は保持をより効果的に実現する観点から、本神崎準都市計画区

域の全域について、良好な居住環境や自然環境に支障を生じさせるおそれのある建築物等の用途

を制限する目的として、平成 24年 6月 29日に居住環境保全地区（約 95ha）を指定しました。 

■特定用途制限地域 (本神崎準都市計画区域)

当 初 告 示 年 月 日 最 終 告 示 年 月 日

番 号 番 号

平成24．6．29 平成24．6．29

市告第 445 号 市告第 445 号

名 称 備 考面 積 (ha)

約　95

(令和6年3月末現在)

特定用途制限地域 居住環境保全地区

 

 

≪ 高度利用地区 ≫ 

 高度利用地区は、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の有効な空地を確保すること

により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進するもので、建築物の容積率

最高限度、最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度等を定めています。 

 本市では、末広町一丁目地区において都市計画決定しています。 

■高度利用地区

当 初 告 示 年 月 日 最 終 告 示 年 月 日

番 号 番 号

令和1．6．24 令和1．6．24

市告第 249 号 市告第 249 号

名 称 備 考面 積 (ha)

約　0.6

(令和6年3月末現在)

高度利用地区
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